
18� 平成27年4月号

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

相　
談

保
険
・
年
金

日 場所／相談員 問
1 社会福祉センター／□民・□人・□行

①

2 彦島公民館／□民

9
長府公民館／□民・□行

川中公民館／□民・□行

15 社会福祉センター／□民・□人・□行・□社

16 安岡公民館／□民

23
小月公民館／□民

勝山公民館／□民・□行

10 菊川町総合福祉会館／□人※・□司・□行 ②

24 社協豊田支所／□人・□行 ③

11 社協豊浦支所／□心
④14 社協豊浦支所／□行

21 川棚公民館／□人

20 豊北保健福祉センター／□民・□人・□行 ⑤

□民…民生児童委員　　□人…人権擁護委員
□行…行政相談委員　　　　※法務局職員も来所
□司…司法書士　　　　□社…社会保険労務士
□心…臨床心理士

■日下表の通り
▷社会福祉協議会＝午前10時～午後３時
▷社協各支所＝午前10時～正午　※社協豊浦
支所の行政相談は午前９時30分～11時30分
■問①社会福祉協議会（☎232-2003）
　②社協菊川支所（☎287-4480）
　③社協豊田支所（☎766-3356）
　④社協豊浦支所（☎774-1122）
　⑤社協豊北支所（☎782-1799）

月の総合相談
（心配ごと相談）4

て
返
送（
申
請
）し
て
く
だ
さ
い
。
※
承

認
さ
れ
た
期
間
は
、
年
金
額
の
計
算
に

は
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
受
給
資
格
期

間
に
は
算
入
さ
れ
ま
す

■問
下
関
年
金
事
務
所（
☎
２３８-

０
０
７
１
）、

市
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
９
３
１
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

希
望
す
る
方
は
認
定
申
請
を

■対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、
昭
和
２５
年
５

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
日
常

生
活
に
介
護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方　
■持
介
護

保
険
被
保
険
者
証　
■申
介
護
保
険
課
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各

支
所
へ
。

■問
介
護
保
険
課（
☎
２３１-

３
１
８
４
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４
０
０
６
）　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
６
８
７
）

▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
２
１
）　

▽
豊
北

（
☎
７８２-

１
９
２
４
）

福
祉
あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・

指
圧
助
成
券
の
送
付
に
つ
い
て

　
平
成
２６
年
度
の
助
成
券
を
持
っ
て
い

る
方
に
、
平
成
２７
年
度
分
の
助
成
券
を

３
月
末
に
送
付
し
ま
し
た
。
届
い
て
い

な
い
方
は
、
必
ず
４
月
中
に
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。

■問
長
寿
支
援
課（
☎
２３１-

１
３
４
０
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退
の

届
け
出
は
１４
日
以
内
に

●
国
保
に
加
入
す
る
の
は
ど
ん
な
と
き
？

▽
他
の
市
町
村
か
ら
下
関
市
に
転
入
し

た
と
き　
▽
会
社
の
健
康
保
険
を
や
め

た
と
き
か
扶
養
を
は
ず
れ
た
と
き　
▽

国
保
加
入
者
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と

き　
※
届
け
出
が
遅
れ
る
と
医
療
費
が

全
額
自
己
負
担
と
な
り
、
保
険
料
を
さ

か
の
ぼ
っ
て
納
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん

●
国
保
を
脱
退
す
る
の
は
ど
ん
な
と
き
？

▽
下
関
市
か
ら
他
の
市
町
村
に
転
出
し

た
と
き　
▽
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入

し
た
と
き
か
、
扶
養
に
な
っ
た
と
き　

▽
国
保
加
入
者
が
死
亡
し
た
と
き　
※

届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
脱
退
の
手
続
き

を
行
う
ま
で
保
険
料
の
請
求
が
続
き
ま

す
。
そ
の
ま
ま
国
保
の
保
険
証
で
病
院

に
か
か
る
と
、
国
保
が
負
担
し
た
医
療

費
を
返
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す　
※
７５
歳
到
達
に
よ
り
国
保
か
ら
後

期
高
齢
者
医
療
に
移
行
す
る
方
は
、
国

保
脱
退
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

■申
保
険
年
金
課
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
各
支
所
へ
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
９
３
０
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

ご
存
じ
で
す
か　
国
保
の
人
間
ド
ッ
ク

　
国
民
健
康
保
険
で
は
、
外
来
人
間
ド

ッ
ク
の
利
用
補
助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■対
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
３５
歳
以
上

の
方　
■料
本
人
負
担
額　
①
標
準
コ
ー

ス
＝
１
万
１
６
６
０
円　
②
脳
ド
ッ
ク

付
コ
ー
ス
＝
１
万
９
７
６
０
円　
■所
①

＝
下
関
市
医
師
会
病
院
、
市
立
市
民
病

院
、
市
立
豊
田
中
央
病
院
、
市
立
豊
浦

病
院
、
下
関
医
療
セ
ン
タ
ー
、
済
生
会

下
関
総
合
病
院
、
関
門
医
療
セ
ン
タ
ー
、

山
口
総
合
健
診
セ
ン
タ
ー（
山
口
市
）　
②

＝
市
立
市
民
病
院
、下
関
医
療
セ
ン
タ
ー

※
同
年
度
内
に
特
定
健
診
と
人
間
ド
ッ

ク
の
両
方
の
受
診
不
可　
■持
国
民
健
康

保
険
証　
■申
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
６
６
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

平
成
２７
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
と

学
生
納
付
特
例
の
申
請

　
４
月
か
ら
国
民
年
金
保
険

料
が
月
額
１
万
５
５
９
０
円

に
な
り
ま
す
。

　
納
付
が
困
難
な
学
生
に
は
学
生
納
付

特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。
申
請
時
点
の

２
年
１
カ
月
前
ま
で
、
学
生
期
間
を
さ

か
の
ぼ
っ
て
申
請
が
で
き
ま
す
。

　
平
成
２６
年
度
に
承
認
さ
れ
て
継
続
の

申
請
は
が
き
が
届
い
た
方
は
、
記
入
し

介
護
保
険
負
担
限
度
額
の
改
定

　
介
護
保
険
制
度
で
、
市

民
税
世
帯
非
課
税
の
低
所

得
の
方
が
介
護
保
険
施
設

な
ど
を
利
用
す
る
場
合
、

食
費
・
居
住
費
に
負
担
限
度
額
を
設
定

し
、
基
準
額
と
の
差
額
を
補
填
し
て
い

ま
す
。

　
介
護
報
酬
改
定
に
よ
り
、
４
月
１
日

か
ら
介
護
保
険
施
設
な
ど
の
多
床
室
を

利
用
す
る
場
合
、
そ
の
居
住
費
の
負
担

限
度
額
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
第
１
段
階
の
方
の
負
担
限
度
額

は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
第
２
・
３
段
階

の
方
は
、
現
行
の
３２０
円
か
ら
３７０
円
に
改

定
さ
れ
ま
す
。

　
発
行
済
の
限
度
額
認
定
証
は
、
再
交

付
し
ま
せ
ん
が
、
該
当
さ
れ
る
方
は
金

額
を
読
み
替
え
て
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

■対
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方

■問
介
護
保
険
課（
☎
２３１-

１
１
３
９
）

  

相
　
談

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
豊
田
総
合
支
所
＝
■日
４
月
１７
日（
金
）

午
後
１
時
～
４
時　
■定
６
人（
先
着
順
）

■申
４
月
１
日
～
１７
日
に
、
電
話
で
豊
田

総
合
支
所（
☎
７６６-

２
０
７
９
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
■日
毎
週
月
・
木
曜
日

※
祝
日
休
み　
■定
１２
人（
相
談
日
の
１
週

間
前
か
ら
直
接
か
電
話
で
予
約
を
）　
※

職
員
に
よ
る
一
般
相
談
も
平
日（
午
前
８

時
３０
分
～
午
後
４
時
３０
分
）に
実
施

■問
市
民
相
談
所（
☎
２３１-

３
７
３
０
）

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

■日
４
月
７
日（
火
）午
前
９
時
１５
分
～
午

後
２
時
４５
分　
■所
ド
リ
ー
ム
シ
ッ
プ　

■内
相
続
、
遺
言
、
法
人
設
立
、
許
認
可
、

成
年
後
見
に
関
す
る
こ
と
な
ど　
※
予
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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

相　
談

保
険
・
年
金

F

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

acebook

で
観
光
情
報

を
発
信
し
ま
す

　
４
月
１
日（
水
）か
ら
下
関
の
観

光
情
報
をFacebook

で
発
信
し

ま
す
。
新
鮮
で
旬
な
観
光
情
報
を

お
届
け
し
ま
す
。「
下
関
市
観
光

政
策
課
」で
検
索
の
上
、「
い
い

ね
！
」を
お
願
い
し
ま
す
。

※Facebook

開
始
に
伴
い
、
し

も
の
せ
き
観
光
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン

「
耳
よ
り
芳
一
」は
、
４
月
２９
日（
水
）

発
行
の
第
１１２
号
で
終
了
し
ま
す

■問
観
光
政
策
課（
☎
２３１-

１
３
５
０
）

約
不
要　
▽
相
談
先
＝
山
口
県
行
政
書

士
会
下
関
支
部
事
務
局（
☎
２５６-

５
８
６
２
）

■問
生
涯
学
習
課（
☎
２３１-

２
０
５
４
）

労
働
問
題
で
お
悩
み
の
方
は

勤
労
福
祉
会
館
へ

■対
正
規
・
非
正
規
社
員
、
使

用
者
・
管
理
者　
■日
毎
週
火
・

木
曜
日
、
毎
月
第
１
・
３
・

５
金
曜
日
と
第
２
・
４
土
曜
日　
▽
時

間
＝
午
前
９
時
～
午
後
５
時　
■内
労
働

災
害
や
雇
用
問
題
・
各
種
保
険
・
労
働

基
準
法
・
セ
ク
ハ
ラ
・
パ
ワ
ハ
ラ
な
ど

▽
相
談
方
法
＝
直
接
来
館
か
、
電
話
、

Ｅ
メ
ー
ル
で
も
対
応
可
。
※
メ
ー
ル
は

勤
労
福
祉
会
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
労
働

相
談
の「
入
力
フ
ォ
ー
ム
」か
ら
送
信
を

■所
■問
勤
労
福
祉
会
館（
☎
２２３-

２
１
７
１
）

お
知
ら
せ

浄
化
槽
設
置
費
用
補
助
金

　
み
な
し
浄
化
槽
、
汲
み
取
り
便
槽
か

ら
転
換
し
て
浄
化
槽
を
設
置
す
る
個
人

に
対
し
、
工
事
費
の
一
部
を
予
算
の
範

囲
内
で
補
助
し
ま
す
。（
新
築
な
ど
に
伴

う
工
事
は
補
助
対
象
外
）

■対
浄
化
槽
を
設
置
す
る
個
人　
■内
▽
対

象
区
域
＝
公
共
下
水
道
の
整
備（
予
定
）

区
域
、
漁
業
・
農
業
集
落
排
水
施
設
に

よ
る
処
理（
予
定
）区
域
を
除
く
全
市　

▽
対
象
建
物
＝
専
用
住
宅
な
ど　
▽
対

象
規
格
＝
１０
人
槽
以
下
の
浄
化
槽　
■料

補
助
金
額
＝
①
通
常
の
浄
化
槽　
▽
５

人
槽
＝
３３
万
２
０
０
０
円　
▽
７
人
槽

＝
４１
万
４
０
０
０
円　
▽
１０
人
槽
＝
５４

万
８
０
０
０
円　
②
高
度
処
理
型
の
浄

化
槽　
▽
５
人
槽
＝
４４
万
４
０
０
０
円

▽
７
人
槽
＝
４８
万
６
０
０
０
円　
▽
１０

人
槽
＝
５７
万
６
０
０
０
円　
※
み
な
し

（
単
独
処
理
）浄
化
槽
の
撤
去
を
伴
う
場

合
は
、前
記
の
金
額
に
９
万
円（
上
限
額
）

を
加
算

■問
廃
棄
物
対
策
課（
☎
２５２-

０
９
７
８
）

身
体
な
ど
に
障
害
の
あ
る
方
に
対
す
る

軽
自
動
車
税
の
減
免

　
障
害
者
手
帳
な
ど
を
持
っ

て
い
る
方
に
対
す
る
軽
自
動

車
税
の
減
免
制
度
が
あ
り
ま

す
。
減
免
を
受
け
る
こ
と
の

で
き
る
障
害
の
範
囲
や
手
続
き
方
法
な

ど
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
減
免

を
受
け
て
い
る
方
で
も
、
障
害
名
・
等

級
、
運
転
者
、
使
用
目
的
に
変
更
が
あ

る
場
合
、
車
両
番
号
を
変
更
し
た
場
合

は
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

■申
申
請
期
限
＝
５
月
２５
日（
月
）

■問
資
産
税
課（
☎
２３１-

１
９
１
８
）、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４

０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
９
５
３
）　

▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
１
２
）　
▽
豊
北（
☎

７８２-

１
９
１
８
）

４
月
の
臨
時
休
館
・
休
場
日

●
唐
戸
市
場
＝
■日
４
月
２２
日（
水
）

■問
市
場
流
通
課（
☎
２３１-

１
４
４
０
）

●
公
民
館
等
の
臨
時
休
館
＝
■日
５
月
３

日
～
５
日　
■所
全
公
民
館（
滝
部
活
動
拠

点
施
設
、
角
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
を

含
む
）、
ア
ブ
ニ
ー
ル
、
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー（
豊
田
・
豊
北
）、
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー（
豊
浦
地
区
）

■問
生
涯
学
習
課（
☎
２３１-

２
０
５
４
）

「
山
口
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
」に
よ
る

出
張
相
談
会

　
市
内
に
事
業
所
を
有

す
る
中
小
企
業
・
小
規

模
事
業
者
の
経
営
相
談

（
販
路
開
拓
、
新
商
品
開
発
、
新
分
野

進
出
、
創
業
・
廃
業
、
Ｉ
Ｔ
化
な
ど
）に

各
分
野
の
専
門
家
が
対
応
し
、
早
期
解

決
に
向
け
た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

※「
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
」と
は
、
国
が
全

国
に
設
置
す
る
経
営
相
談
所
で
、
山
口

県
で
は
公
益
財
団
法
人
や
ま
ぐ
ち
産
業

振
興
財
団
内
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す

■日
４
月
８
日（
水
）午
前
１０
時
～
午
後
４

時　
■所
市
役
所
上
田
中
町
庁
舎
２
階
会

議
室　
■定
４
事
業
者（
先
着
順
）　
■申
前

日
ま
で
に
、
電
話
で
産
業
振
興
課
へ
。

■問
産
業
振
興
課（
☎
２３２-

７
２
１
４
）

危
険
物
取
扱
者
試
験（
前
期
）

■日
６
月
１４
日（
日
）　
■所
受
験
票
で
受
験

者
に
直
接
通
知　
■内
▽
試
験
種
類
・
時

間
＝
①
甲
種
…
午
後
１
時
～
４
時
、
②

乙
種（
第
４
類
を
除
く
全
類
）…
午
後
１

時
～
３
時
３０
分　
③
乙
種（
第
４
類
）…

午
前
９
時
３０
分
～
正
午　
④
丙
種
…
午

後
１
時
～
２
時
４５
分　
■申
４
月
１０
日
～

２１
日　
※
料
金
・
持
参
物
・
申
込
方
法

は
受
験
案
内
に
記
載
。
受
験
案
内
は
最

寄
り
の
消
防
署
、
消
防
出
張
所
で
配
布

●
準
備
講
習　
■日
■料
▽
③
の
受
験
対
象

者
＝
５
月
２７
・
２８
日
／
一
般
８
５
０
０

円
、
高
校
生
４
５
０
０
円　
▽
④
の
受

験
対
象
者
＝
５
月
２９
日（
金
）／
一
般
５

０
０
０
円
、
高
校
生
３
０
０
０
円　
※

い
ず
れ
も
午
前
９
時
３０
分
～
午
後
４
時

３０
分　
■所
受
講
票
で
直
接
通
知　
■定
１００

人　
■申
市
防
災
協
会（
消
防
局
２
階
）の

窓
口
で
直
接
申
し
込
み
を
。

■問
市
防
災
協
会（
☎
２３３-

９
１
１
４
）

就
学
援
助
費
の
申
請
を

■対
市
立
の
小
・
中
学
校
、

県
立
下
関
中
等
教
育
学
校

（
前
期
課
程
）に
在
籍
す
る

児
童
・
生
徒
の
保
護
者
で
次
に
該
当
す

る
方　
▽
生
活
保
護
が
停
止
・
廃
止
に

な
っ
た
方　
▽
国
民
年
金
の
掛
金
が
免

除
さ
れ
て
い
る
方　
▽
国
民
健
康
保
険

料
が
減
免
さ
れ
て
い
る
方　
▽
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方　
▽
就

学
さ
せ
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
方

■日
４
月
１５
日
～
３０
日　
午
前
９
時
～
午

後
５
時　
※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く　
※
４
月
１９
日（
日
）は
市
役
所
本
庁

舎
本
館
１
階
ロ
ビ
ー
で
の
み
受
け
付
け 

■所
市
役
所
本
庁
舎
本
館
７
階
大
会
議
室
、

菊
川
・
豊
田
・
豊
浦
・
豊
北
教
育
支
所 

※
学
校
で
受
給
希
望
の
方
は
各
学
校　

※
期
間
中
は
、
教
育
委
員
会（
上
田
中
町

庁
舎
）で
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん　
■持

印
鑑
、
保
護
者
名
義
で
市
内
金
融
機
関

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
場
合
は
、
通
常
の

口
座
番
号
と
は
別
に
、
振
込
用
の
口
座

番
号
が
必
要
）の
預
金
通
帳
、
申
請
理
由

を
証
明
す
る
書
類（
児
童
扶
養
手
当
の
受

給
者
は
証
書
の
写
し
）、
世
帯
全
員
の
平

成
２６
年
中
の
所
得
を
証
明
す
る
も
の（
源

泉
徴
収
票
、
確
定
申
告
の
控
な
ど
）※
写

し
を
提
出
の
場
合
は
、
原
本
も
持
参
の

こ
と　
※
住
民
票
と
世
帯
が
異
な
る
方

に
は
、
後
日
必
要
書
類
の
提
出
を
お
願

い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す　
※
継
続
し

て
受
給
を
希
望
す
る
方
も
毎
年
申
請
が

必
要　
※
期
間
中
は
平
成
２７
年
度（
平
成

２６
年
分
）の
所
得
証
明
書
が
発
行
で
き
ま

せ
ん

■問
学
校
教
育
課（
☎
２３１-

１
５
７
０
）、
各

教
育
支
所　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４
０
２
５
）

▽
豊
田（
☎
７６６-

２
８
０
２
）　

▽
豊
浦

（
☎
７７２-

２
１
１
７
）　
▽
豊
北（
☎
７８２-

１

９
４
３
）


